
金
滞
官
瞭
蕗
巻
十
九

に
て
、
何
か
と
相
論
に
及
ぴ
た
り
。
是
は
桃
震
寺
の
旦
那
に
女
中
年
寄

有
v
之
、
内
々
に
て
血
駄
を
取
替
へ
置
き
た
り
と
の
沙
汰
な
り
。
利
常

卿
の
御
意
に
は
引
織
の
儀
は
雨
寺
へ
績
む
に
不
v
及
、
我
等
部
師
す
る

也
。
法
合
は
何
方
へ
友
り
と
も
下
知
女
第
可
昌
心
得
-
と
の
事
に
て
、

御
傘
骸
に
利
常
卿
向
は
せ
ら
れ
、
扇
子
を
以
て
御
棺
の
上
を
た
L
か

せ
ら
れ
、
暫
く
御
観
念
被
v
成
立
退
か
せ
ら
れ
た
り
。
子
v
時
老
中
を
始

め
皆
は
っ
と
感
じ
奉
り
、
か
L
る
名
絡
ま
た
世
に
可
v
有
ゃ
う
注
し
と

感
涙
す
と
い
ひ
停
へ
た
り
と
。
菊
池
十
六
郎
い
つ
も
{
、
物
語
す
。

と
あ
り
。
或
は
是
を
天
徳
院
殿
逝
去
の
時
と
す
れ
E
非
友
り
。
実
徳

院
殿
の
逝
去
は
元
和
八
年
七
月
也
。
玉
泉
院
殿
の
逝
去
は
、
頚
年
の

一
一
月
に
て
、
一
年
遼
ひ
友
り
し
ゅ
ゑ
‘
遡
聞
せ
し
た
る
べ
し
。
又
異

本
夜
話
鍛
に
、
玉
泉
院
様
逝
去
の
時
‘
貧
困
寺
の
伴
翁
和
倫
へ
共
由

被
a

仰
譜
-
属
、
共
頃
温
は
ぎ
は
や
り
、
町
中
夜
行
策
誼
す
る
頃
な
る

に
、
御
伎
に
参
り
た
る
も
の
軽
き
者
た
る
故
に
、
定
め
て
遣
は
ぎ
た

ら
ん
と
和
倫
思
ひ
込
み
、
玉
泉
院
殿
御
死
去
な
ら
ば
吃
度
し
た
る
御

使
来
る
ぺ
し
。
無
v
左

τは
登
城
夢
致
皆
返
答
す
。
共
由
利
常
卿
被
=

聞
召
二
世
御
怒
被
ν
成
、
左
候
は
ピ
此
方
導
師
す
ぺ
し
。
必
・
宇
呼
ぴ
寄

す
る
に
不
v
及
皆
被
a
仰
出
↓
夫
よ
り
貧
困
寺
住
職
御
意
に
逮
へ
り
。
共

四
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頃
利
常
卿
仰
せ
に
‘
玉
泉
院
殿
御
在
世
中
御
か
は
ゆ
が
り
歩
成
、
出

入
仕
る
出
家
は
無
v
之
哉
と
御
尊
之
慮
、
白
山
へ
御
参
詩
之
節
、
御
立

寄
御
休
息
被
v
成
時
宗
の
小
庵
有
v
之
曲
言
上
す
。
幸
の
事
此
寺
へ
移

さ
る
べ
し
。
時
宗
の
寺
も
御
建
立
被
v
成
度
‘
幸
の
儀
と
被
v伸
、
則
御

遺
骸
被
v
鏡
v
入
慮
、
共
由
貿
困
寺
承
り
道
へ
出
で
、
御
遺
骸
を
奪
取
る

左
ど
申
由
被
a

聞
召
一
夫
よ
り
費
国
寺
御
前
悪
敷
成
り
た
り
と
ぞ
。
と

い
へ
り
。
按
宇
る
に
、
此
の
停
訟
は
過
聞
な
る
べ
し
。
三
蜜
記
に
載

せ
た
る
趣
と
共
の
趣
旨
逮
へ
り
。
三
笠
記
に
云
ふ
。
玉
泉
院
殿
御
逮

行
の
時
、
老
中
よ
り
獅
子
之
助
と
云
ふ
御
相
撲
の
者
を
貧
困
寺
へ
譜

し
、
早
々
登
城
有
る
べ
き
よ
し
申
建
す
。
獅
子
之
助
共
さ
ま
す
さ
ま

じ
く
、
殊
に
早
々
と
進
む
れ
ば
、
和
倫
念
度
見
て
、
夜
中
に
は
あ
り
、

是
は
ま
さ
し
く
盗
賊
人
の
我
を
い
ざ
な
ひ
は
か
る
怠
る
ぺ
し
。
震
に

御
逮
行
た
ら
ぽ
、
老
中
た
ど
よ
り
書
札
に
て
使
者
等
の
有
る
ぺ
き
に

と
、
事
々
一
敷
申
し
た
り
け
れ
ば
、
獅
子
之
助
興
さ
め
て
立
蹄
り
‘

共
由
申
上
け
れ
ば
、
和
倫
申
底
も
克
也
と
て
、
御
使
者
を
被
v

埴
け
る

に
、
伴
翁
和
倫
頓
て
登
携
し
、
御
遺
骸
の
御
茶
湯
な
ど
勤
め
ら
れ
、

御
葬
迭
の
用
意
等
出
来
し
.
伴
翁
和
倫
導
師
に
て
御
葬
砲
終
れ
り
。

御
戒
名
は
、
先
年
高
岡
に
て
利
長
卿
の
御
導
師
庚
山
和
倫
の
血
除
に

仁
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任
せ
‘
玉
泉
院
殿
松
岩
永
誇
大
妨
と
銃
し
奉
る
。
然
る
に
玉
泉
院
殿

三
年
忌
に
成
り
ぬ
れ
ば
、
利
常
卿
如
何
思
召
さ
れ
け
ん
.
常
普
寺
は

玉
泉
院
殿
の
別
け
て
御
念
比
怠
る
寺
た
り
。
殊
に
天
紳
堂
も
御
建
立

也
。
此
寺
に
て
御
法
命
可
v
被
a

執
行
-
と
て
、
常
善
寺
に
て
被
n
仰
付
吋

共
時
遊
行
上
人
訴
訟
被
ι
申
上
一
常
普
寺
と
云
ふ
寺
貌
を
除
き
て
、
玉

泉
寺
と
改
め
ら
る
。
と
あ
り
。
玉
泉
院
殿
は
賄
太
政
大
臣
信
長
公
之

息
女
。
股
正
二
位
大
納
言
利
長
卿
之
内
室
。
諒
知
末
。
天
正
九
年
於
昌

越
前
府
中
-
結
婚
。
附
院
長
十
九
年
五
月
利
長
卿
諾
目
指
~
子
越
中
高
岡
吋
落

飾
稀
a
玉
泉
院
殿
吋
同
年
秋
移
昌
佳
子
金
津
城
西
丸
二
橋
-
-
之
玉
泉
院
丸
吋

是
共
遺
構
也
と
ぞ
。
=
一
登
記
に
‘
玉
泉
院
殿
は
御
議
五
十
裁
に
て
、

元
和
九
年
二
月
廿
四
日
に
御
遠
行
あ
り
。
根
本
利
長
卿
に
賢
子
も
ま

し
ま
さ
宇
。
御
夫
婦
共
に
御
心
に
懸
け
さ
せ
ら
れ
、
妾
の
女
中
方
数

多
召
置
か
れ
、
い
か
た
る
方
に
も
共
尭
b
も
目
出
度
、
末
摘
花
の
種

も
が
訟
と
、
業
紫
の
色
々
に
紳
や
働
に
祈
願
被
v
成
、
と
ら
待
日
待
さ

ま
/
¥
の
御
新
を
密
々
に
被
v
遊
け
り
。
い
つ
の
程
よ
り
か
、
御
夫
婦

の
御
中
御
う
と
/
¥
敷
ま
し
ま
せ
ば
、
ひ
さ
げ
の
水
は
湯
と
成
り
け

れ
共
、
御
歴
々
の
習
に
て
色
に
も
出
し
ま
し
ま
さ
宇
。
御
集
部
臨
の
か

た
ま
り
と
成
り
、
い
つ
も
御
心
持
例
な
ら
せ
給
は
ぎ
れ
ど
も
、
金
津

金
滞
古
蹟
志
巻
十
九

へ
入
ら
せ
ら
れ
て
は
御
家
御
長
久
の
御
願
と
し
て
‘
常
善
寺
と
申
す

遊
行
寺
に
天
満
天
紳
堂
を
御
建
立
注
さ
れ
て
、
月
並
の
連
歌
を
御
祈

騰
の
矯
め
に
被
a
仰
付
一
料
米
を
被
v
遁
た
り
。
御
家
は
管
家
の
末
流
た

れ
ば
、
別
け
て
天
満
天
一
柳
を
ぽ
御
崇
敬
被
v
遊
け
り
。
と
あ
り
。
叉
玉

泉
院
殿
は
‘
同
記
に
、
慶
長
十
九
年
五
月
利
長
卿
越
中
高
岡
披
に
て

苑
逝
の
時
、
北
の
御
方
も
御
ぐ
し
治
る
さ
せ
給
ひ
て
、
御
小
袖
の
色

も
替
ら
さ
せ
給
ひ
け
れ
ば
.
玉
泉
院
殿
と
披
し
奉
る
と
あ
り
て
、
此

の
時
剃
髪
落
飾
し
給
ひ
け
る
故
、
共
の
御
姿
の
宵
像
を
ぽ
玉
泉
寺
へ

納
め
ら
れ
、
震
堂
に
信
長
御
父
子
の
宵
像
と
共
に
安
置
た
し
奉
り
け

h
H
Y
O
 

O
遊
行
よ
入
国
家
事
略

一
週
上
人
停
記
に
云
ふ
。
人
皇
七
代
孝
鍵
天
皇
後
胤
伊
強
固
河
野
七

郎
左
衛
門
尉
遁
庚
衣
男
松
海
丸
云
。
人
皇
八
十
六
代
四
僚
帝
御
宇
延

廠
元
年
誕
生
。
将
軍
額
経
執
櫛
平
泰
時
，
建
長
五
年
十
五
歳
.
同
州
入
a

得
智
山
織
政
寺
総
毅
律
師
室
二
錐
髪
鋭
a
随
線
吋
登
a
Z
八
台
山
-
従
a
慈
眼
借

E
-畠・
a
台
閣
常
二
十
歳
時
具
戒
。
悉
侮
a
台
宗
奥
義
吋
人
皇
八
十
九
代
亀

山
帝
持
害
事
親
王
執
権
最
明
寺
時
額
頃
@
十
二
年
間
接
る
安
易

妙
梁
，
一
宮
a
緒
経
J

所
讃
多
在
昌
廟
陀
吋
故
以
a
西
方
-
而
篤
二
准
-
文
~
文
永

四




